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敦賀発電所３，４号機増設計画に係る事前了解願いの提出 
並びに「環境影響評価方法書」の届出等について 

 
 
 当社は、本日、敦賀発電所３，４号機増設計画について、敦賀市ご当局へ「原子力発

電所周辺環境の安全確保等に関する協定書」に基づく「事前了解願い」（別紙）を提出い

たしました。 
上記「事前了解願い」（別紙）につきましては、本日、福井県ご当局へも提出の予定です。 
また、環境影響評価法及び電気事業法に基づく「環境影響評価方法書」を、本日、通商

産業大臣宛に届出るとともに敦賀市長殿宛に提出いたしました。なお、「環境影響評価方

法書」につきましても、本日、福井県知事殿及び美浜町長殿宛に提出する予定です。 
 
今後は、関係ご当局をはじめ地元の皆様のご理解、ご協力を得るよう努力して参る所存

です。 
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敦賀発電所３，４号機増設計画の事前了解願い 
 
 
拝啓 時下ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。 
  
 当社事業につきましては、日頃より格別のご高配を賜わり厚く御礼申し上げます。 
 さて、当社は、我が国の原子力発電の先駆的役割を果たし、併せて電力供給の安定に

寄与するため原子力発電所の建設、運転を進めてまいりました。今般、国のエネルギー

政策に沿って、将来的な電力需給並びに地球温暖化問題に対処するとともに、軽水炉技

術の発展に貢献する観点から、敦賀発電所３，４号機の増設計画を策定いたしました。 
 つきましては、｢原子力発電所周辺環境の安全確保等に関する協定書｣（平成4年５月

２８日締結）第２条第1項の規定に基づき、｢敦賀発電所３，４号機増設計画に対する

事前了解｣をいただきたく、別添のとおり同計画書を提出いたしますので、何卒よろしく

お願い申し上げます。 
 
 

敬 具 
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１．はじめに 
 
当社は，我が国における原子力発電の先駆的役割を果たし，併せて電力供給の安定に

寄与するため，地域の皆さまのご理解のもとに，原子力発電所の建設，運転を進めてま

いりました。 
敦賀市においては，我が国初の軽水炉となる敦賀発電所１号機（沸騰水型軽水炉，Ｂ

ＷＲ）を昭和４５年、また、軽水炉改良標準化計画に基づく１１０万ｋＷ級加圧水型軽

水炉（ＰＷＲ）の初号機となる２号機を昭和６２年に営業運転を開始し、これまで運営

しております。 
今般、当社は、国のエネルギー政策に沿って、将来的な電力需給並びに地球温暖化問

題へ対処するととも、軽水炉技術のさらなる発展に貢献する観点から、敦賀発電所の社

有地を活用して、改良型ＰＷＲの初号機となる３，４号機の増設を計画いたしました。 
計画に当たっては，安全の確保を最優先とし，また環境保全に万全を期し，地域との調

和に努めることに配慮しております。 
当社といたしましては，今後，地域の皆さまをはじめ、関係自治体、関係機関等のご

理解、ご協力をいただきながら，計画を進めてまいる所存であります。 
  



 

  

２．増設計画の概要 
 
【１】敦賀発電所３，４号機の概要 
 ３，４号機は、既設１，２号機西側の若狭湾に面した社有地を活用して増設すること

を計画しています。（第１図、第２図、第３図及び第４図）３，４号機は、通商産業省と

民間が共同で行った第３次軽水炉改良標準化計画の成果をもとに、その後の技術進歩並

びに国内外の運転保守経験等を取り入れた改良型ＰＷＲであります（軽水炉改良標準化

計画における位置づけについてはこちらを参照）。 
 
（１）位置 
 福井県敦賀市明神町 
 
（２）発電所電気出力 
 発電所合計  ４５９．３万ｋＷ型 式 
今回増設分 ３号機 １５３．８万ｋＷ 

      ４号機 １５３．８万ｋＷ 
既   設 １号機  ３５．７万ｋＷ 

      ２号機 １１６．０万ｋＷ   
発電所合計  ４５９．３万ｋＷ 

 
（３）主要機器 
 ａ．原子炉 

型 式  改良型加圧水型軽水炉（改良型ＰＷＲ） 
熱出力 ４４６．６万ｋＷ 
基 数 ２ 

 ｂ．原子炉格納容器 
型 式 プレストレストコンクリート製格納容器 
基 数 ２ 

  ｃ．蒸気タービン 
型 式 串型４車室６分流排気型 
容 量 １５３．８万ｋＷ 
台 数 ２ 

 ｄ．発電機 
型 式 回転界磁３相同期機 
容 量 約１７０万ｋＶＡ 
台 数 ２ 

 
 



 

  

（４）発電所用水 
ａ ．所要水量 
 １，２号機（既  設）  最大時約４、０００トン／日 
 ３，４号機（今回増設分） 最大時約４、２００トン／日 
ｂ．水源 
 既設１，２号機の用水は、社有地内を流れる高牧川及び西部渓流上流部より導水して

利用しておりますが、３，４号機は、西部渓流下流部からの導水並びに海水淡水化装置

の設置により賄うこととします。 
 
 各水源の流量または容量は、次のとおりです。 
        平均流量         渇水流量 
１，２号機（既設） 
高牧川      約２、３２０トン／日   約８９０トン／日 
西部渓流上流部  約５、６６０トン／日 約１、５３０トン／日 
３，４号機（今回増設分） 
西部渓流下流部  約６、６００トン／日   約９００トン／日 
海水淡水化装置  容量 約１、４００トン／日 ２基 
 
 また、発電所用水のうち生活用水として、敦賀市上水道の利用を計画しています。 
 なお、核燃料サイクル開発機構の新型転換炉ふげん発電所は高牧川を水源としており、

最大時の取水量は約５５０トン／日です。 
 
（５）送電設備 
 ５０万ボルト開閉所（１、２、３及び４号機共用）を新設し、既設の５０万ボルト送

電線と新設の５０万ボルト送電線の２系統で１号機から４号機までの発生電力を送電し

ます。 
 なお、新設する５０万ボルト送電線は、既設の送電線（２７．５万ボルトから５０万

ボルト送電設備に建替え）に接続します（敦賀発電所から数ｋｍ地点で接続）。 
（注）発生電力は、関西電力株式会社、中部電力株式会社及び北陸電力株式会社への売

電供給を予定しております。 
 
（６）建設費 
 ３，４号機合計 約８、３００億円（初装荷燃料費を除く） 
 〔３号機 約５、１６０億円、４号機 約３、１４０億円〕 
 
（７）営業運転開始時期 
  ３号機 平成２１年度 
  ４号機 平成２２年度 



 

  

 
【２】軽水炉改良標準化計画における位置づけ 
 軽水炉改良標準化計画は、自主技術による軽水炉の信頼性向上等を目指して、通商産

業省と民間が共同で開発検討したもので、昭和５０年度から昭和６０年度にかけて第１

次、第２次及び第３次の改良標準化計画が実施されました。 
 第３次改良標準化計画では、それまでの成果を発展させ、国産技術と国際協力による

技術を結集して、安全性の向上、信頼性の向上、稼働率の向上、作業員の被ばく低減、

運転性の向上並びに経済性の向上などを目的として開発検討がなされました。 
 改良型ＰＷＲは、この第３次軽水炉改良標準化計画の一環として開発され、さらにそ

の後の技術進歩や国内外の運転保守経験等を取り入れた最新鋭のＰＷＲで、今後の我が

国ＰＷＲの主流になるものと位置づけられます。 
 ３，４号機はこの改良型ＰＷＲの初号機であり、我が国の軽水炉技術のさらなる発展

に大きく貢献するものと位置づけることができます。  
 
 ３，４号機の主な特長は次のとおりです。 
 （１）安全性の向上 
   ・非常用炉心冷却系（ＥＣＣＳ）の強化 
 （２）信頼性の向上 
   ・炉内構造物の簡素化 
   ・蒸気発生器の信頼性向上 
 （３）運転性の向上 
  ・高度なディジタル技術を駆使した計測制御システムの採用 
 （４）炉心性能の向上 
   ・ウランの有効利用 



 

  

  



 

  

３．土地利用計画 
 
 敦賀発電所は敦賀半島のほぼ先端部に位置しており、若狭湾国定公園内にあります。 
 
（１）土地利用の概要 
 ３，４号機増設に当たっては、自然環境の調和と保全に留意した土地利用を図ります。 
 現在、発電所社有地は約５４０万平方メートルありますが、その大部分は山地であり、

既設１，２号機用及び核燃料サイクル開発機構の新型転換炉ふげん発電所用として約２

６万平方メートルを利用しています。 
 ３，４号機増設に当たっては、この既設側では必要な用地を確保できないため、西側

の若狭湾に面した社有地を活用して、山地の切り取りと海面の埋立てにより必要最小限

の用地を確保することとします。 
 具体的には、３,４号機増設のために約２９万平方メートルの用地が必要となりますが、

このうち約９万平方メートルを山地の切り取りにより確保し、残りの約２０万平方メー

トルを海面の埋立てにより確保します。 
 ３,４号機側への進入道路は、ふげん発電所北側から通じるトンネルにより確保しす。 
なお、施設計画に当たっては、３,４号機計画地点の自然条件を踏まえ、海水飛沫等に対

する対策を考慮したものとします。 
 また、工事に当たって約２３万平方メートルの仮設用地及び土捨場が必要となります

が、上で述べた用地内（既設側含む）で確保できないもののうち、約１４万平方メート

ルは社有地内及び隣接地で、その他については近隣の用地で確保します。（第５図及び第

６図） 
 
（２）主要建屋の概要 
 ３，４号機増設に係る主要建屋の建築面積等は次のとおりです。 

原子炉建屋      約１万３千平方メートル 
タービン建屋      約１万５千平方メートル 
制御建屋及び補助建屋  約６千平方メートル 
その他付属建屋  約２万２千平方メートル 

 新開閉所用地      約１万４千平方メート     
合  計      約７万平方メートル 

 
 なお、既設１，２号機主要建屋の建築面積等は約７万２千平方メートル、核燃料サイ

クル開発機構の新型転換炉ふげん発電所の主要建屋の建築面積等は約２万５千平方メー

トルです。 
 
（３）工場立地法との関係 



 

  

１．緑地面積は約５０５万平方メートルで、発電所社有地面積約５６０万平方メートル

に対する割合は１００分の９０となり、工場立地法の基準「１００分の２０以上」を上

回ることになります。 
２．生産施設敷地面積（この場合、主要建屋の建築面積等すべてを含むものとして）約

１６万７千平方メートルは、発電所社有地面積約５６０万平方メートルの１００分の３

となり、工場立地法の基準「１００分の１５以下」を下回ることになります。 
  



 

  

４．取排水計画 
 
敦賀発電所３，４号機用の冷却水は、若狭湾に面して新たに設ける防波堤内の取水口

から毎秒約０．２５メートルの流速で取水し、防波堤の水面下約１０メートルの位置か

ら毎秒約４メートルの流速で水中放水します。 
３，４号機用冷却水量は合計で毎秒約２１４立方メートルです。 
なお、既設１号機用の冷却水は、毎秒約２０立方メートルで浦底湾から取水し、同湾

内に表層放水しています。既設２号機用の冷却水は、毎秒約８３立方メートルで浦底湾

から取水し、放水路トンネルで導いて発電所北側の若狭湾に表層放水しています。 
３，４号機の温排水拡散予測については、放水口計画地点の周辺海域で実施した流況

の連続観測結果をもとに、本海域の流況及び拡散特性を把握し、水理模型実験及び数理

モデルを用いた解析により、温排水の放水に伴う水温分布の予測を行いました。なお、

温排水拡散予測範囲は、３，４号機放水口計画地点に近接する既設2号機並びに南西約

２．５キロメートルに位置する核燃料サイクル開発機構の高速増殖原型炉もんじゅの運

転も考慮しています。 
この結果、海水温が２℃上昇する範囲は、四季のうち拡散範囲が広くなる冬季におい

て、沿岸方向に約６．５キロメートル、沖合方向に約３．５キロメートルとなっていま

す。（第７図） 
 
  



 

  

 
 
 
  



 

  

５．安全対策 
 
当社は発電所の安全対策に積極的に取り組んでおり、敦賀発電所１，２号機において

も、安全性及び信頼性の確保、放射性物質の放出低減対策並びに放射性物質の環境への

影響の監視など、種々の安全対策に取り組んでまいりました。 
３，４号機においては、これまでの経験を十分に反映させるとともに、次のように、

改良型ＰＷＲとしてより一層の安全対策を実施します。 
 
【１】非常用炉心冷却系（ＥＣＣＳ）について次の改良を行い、万一の事故に備えた安

全性を一層向上させています。 
（１）従来のＥＣＣＳは、低圧注入系、蓄圧注入系及び高圧注入系により構成されてい

ましたが、蓄圧タンクを改良して低圧注入系の機 能を蓄圧注入系に統合することによ

り、ＥＣＣＳの構成を簡素化して信頼性を高めています。 
（２）高圧注入系については、従来の２系列（１００％容量×２系列）から４系列（５

０％容量×４系列）に多重性を強化して、事故時の機器故障に対する余裕を拡大してい

ます。 
（３）従来事故時に炉心へ注入するための非常用水源は、格納容器外水滴と格納容器内

再循環サンプがあり、水源の切り替え操作を行う必要がありましたが、３，４号機では、

これらの水源を一元化して格納容器内に設置することにより、水源の切り替え操作をな

くし、切り替えに伴う機器の故障や操作ミスの可能性を排除しています。 
 
【２】ステンレス鋼板を多数のボルトで接合した構造の炉心バッフルに代えて、リング

状ステンレスブロックの中性子反射体を採用することにより、炉内のボルト等を大幅に

削減した簡素な構造として、炉内構造物の信頼性を一層向上させています。 
また、これにより、原子炉容器への中性子照射量が低減されるとともに、燃料支持格子

に中性子吸収の少ない材料を採用することとあいまって中性子の利用効率が高まり、ウ

ランの節約が図られます。 
 
【３】蒸気発生器については、伝熱管に腐食に対して強い材料を採用するとともに、伝

熱 管の流動振動をより確実に抑えるため従来よりも支持点数を増加した新型振れ止め

金具を採用することで、信頼性を一層高めています。 
 
【４】中央制御盤には機器の監視と操作が容易になるようコンピュータディスプレイや

大型 表示盤を採用し、また、発電所の制御や原子炉の保護を行うための装置には高度な

ディジタル技術を用いて、運転性及び信頼性の向上を図ります。 
 
  



 

  

６．環境保全対策 
 
敦賀発電所３，４号機計画地点及びその周辺について実施した環境事前調査の内容は、

大気環境、水環境、土壌環境、動植物及び自然景観などの自然環境並びに人口、土地・

海域利用、産業活動、交通及び文化財などの社会環境を含む総合的なものです。 
３，４号機を増設するに当たっては、電気事業浩、環境影響評価法、自然公園法等の

関係法令に則り、関係機関のご指導をいただきながら、特に次の事項に留意し、環境保

全対策に万全を期す所存であります。 
 
（１）自然環境の保全 
敦賀発電所は若狭湾国定公園内にあることに配慮し、自然環境の保全に特に万全を期し

ていきます。 
施設の設置に当たっては、配置の工夫により、山地の切り取り部分を極力少なくすると

ともに、海面の埋立ても必要最小限にとどめます。 
構内の緑化を図り、新設する施設については周囲の自然景観と調和するように努めます。 
また、動植物の保全に努めていきます。 
（２）温排水対策 
３，４号機の温排水については、放水海域の流況や地形を考慮して、水中放水とします。

これにより温排水が周囲の海水と混合しながら海表面に上昇していくため、温排水拡散

範囲を抑制することができます。 
なお、取水と放水の温度差は7℃以下にします。 
（３）工事中における対策 
建設工事に当たっては、環境への影響をできる限り少なくするよう、また、地元の皆さ

まや漁業操業等にご迷惑をおかけすることのないように努めます。 
工事に際しては、汚濁拡散防止膜の適切な使用並びに陸域工事における汚濁水処理など

により、海域の汚滴防止に努めます。 
仮設用地等に使用した跡地については、景観を考慮した緑化並びに周辺自然環境の維持

などに努めます。 
交通対策については、大型バスの使用等による交通量の低減に努めるとともに、観光シ

ーズンには出勤時間帯をずらすなどの配慮を行います。 
また、建設用資機材のうち重量物は主として海上輸送とし、新たに設ける防波堤内の蕎

岸を使用して陸揚げします（一部浦底湾側の既設物揚場を使用）。 
（４）運転開始後における環境モニタリング 
当社は既設１号機運転開始時から敷地周辺の環境を把握するため環境モニタリングを実

施してきておりますが、３，４号機運転開始後もこれまでの成果を十分踏まえたモニタ

リングを実施し、環境保全に努めます。 
 
  



 

  

７．むすび 
敦賀発電所３，４号機増設計画は以上のとおりですが，計画を進めるに当たっては、

既設１，２号機を含めた安全確保と環境保全に万全を期し、地域の皆さまのご理解を得

るよう努力していく所存であります。 
また、当社といたしましては、地域の皆さまのお役に立ち、地域と共に歩む発電所づ

くりに努めたいと考えておりますので、特段のご理解、ご協力を賜わりますようお願い

申し上げます。 
 
  



 

  

参考資料１ 
 

敦賀発電所３，４号機増設計画に係る環境影響評価方法書について 
 
 敦賀発電所３,４号機（以下「敦賀３，４号機」）増設計画 環境影響評価方法書（以下

「方法書」）は、環境影響評価法に基づき作成しています。 
 方法書には、敦賀３，４号機の増設工事と運転による環境への影響を評価するための、

調査・予測・評価の方法を記載しています。 
 この方法書に対する環境保全の見地からのご意見をお寄せ下さい。 
 
―今後の手続きについて― 
 方法書についての地方自治体や皆様のご意見と、国の審査の結果を踏まえ、環境への

影響を予測・評価します。 
 その結果を準備書としてとりまとめて公開します。 
 
－環境影響評価法－  
 発電所の建設等大規模な事業について、その事業が環境に及ぼす影響を調査・予測・

評価し、事業計画の早い段階で住民の方々から環境保全の見地からの意見を伺い、より

よい事業計画を作り上げていく制度です。 
  



 

  

 
  



 

  

『敦賀発電所３，４号機増設計画環境影響評価方法書』の内容 
 
１． 敦賀３，４号機増設計画の目的と内容 
事業の目的、発電所計画及び工事計画等の概要を記載しています。 
 
２． 敦賀３，４号機増設計画地点とその周囲の概況 
計画地点周辺の自然的状況及び社会的状況を既存の文献等に基いて把握した『地域の 特
性』について記載しています。 
・自然的状況 
大気環境 地形及び地質 水環境 土壌及び地盤 動物 植物 生態系 景観 人と自

然との触れ合いの活動の場 
・社会的状況 
人口及び産業 土地利用 海域利用 交通 学校等の環境保全に配慮の必要な施設 環

境保全を目的とした法令・基準 等 
３．環境影響評価の項目並びに調査、予測及び評価の手法 
上記１．と２．を考慮し、環境影響評価を行う項目を選定し、その項目についての調査、 
予測及び評価のやり方を記載しています。 
敦賀３，４号機で環境影響評価を実施する項目は次の表の○印です。 

 
 
  



 

  

 
  



 

  

 


